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日本電産株式会社との特許相互ライセンス契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、日本電産株式会社との間で係属中であった訴訟について、平成 20年 2月 8日付で和

解が成立し、特許相互ライセンス契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

1. 訴訟の提起から特許相互ライセンス契約締結に至るまでの経緯 

日本ビクター株式会社（以下「ビクター」）は日本電産株式会社（以下「Nidec」）より

2005年2月15日付で米国カリフォルニア州北部地区連邦地裁においてNidecを原告、

ビクターを被告としてハードディスクドライブ用モータ関連の米国特許に基づき提訴

されました。一方、ビクターは Nidecに対し、2007年 10月 5日付で米国カリフォル

ニア州中部地区連邦地裁において、ビクターを原告、Nidecを被告として独占禁止法違

反に基づく訴訟を提起いたしました。 

その後解決に向けて協議を重ねてまいりましたが、2008年 2月 8日付にて特許相互ラ

イセンス契約を締結し訴訟を取り下げることに合意し、和解に至りました。 

 

2. 和解および特許相互ライセンス契約の内容 

契約の詳細につきましては開示しておりませんが、今回の契約締結により、係属中の

特許侵害訴訟および独占禁止法違反訴訟をそれぞれ取り下げると共に、Nidecおよびビ

クター両者がそれぞれ所有する特許権に基づく所定の相互ライセンスが許諾されます。 

 

3. 今後の見通し 

本件和解により平成 20年 3月期連結業績に与える影響は１月 30日に公表した業績見

込みに織り込み済みです。 

以 上 


